
在宅医療・介護連携支援センター（仮称） 
（在宅医療・介護連携相談窓口） 

○ 介護保険の知識を有する看護師、医療ソーシャルワーカー等を配置し、地域の医療・介護関係者、地域包括支援セ
ンター等から相談を受け付ける。（原則、住民からの相談は地域包括支援センターが受け付ける） 
○ 地域の在宅医療・介護関係者、地域包括支援センターに対して、在宅医療・介護連携に関する情報提供等を行う。 

在宅医療・介護連携支援センター（仮称） 
（在宅医療と介護連携についての相談窓口） ◆ 地域住民への普及啓発（★） 

○在宅医療・介護サービスに関する講演会開催、パンフレットの作
成・配布等によって、地域住民の在宅医療・介護連携の理解の促
進を図る 

◆ 在宅医療･介護連携の課題と抽出の対応の協議 

○在宅医療・介護連携の課題を抽出し、その解決策及び他の各事業の対応方針について協
議 

 ◆在宅医療・介護連携に関する相談の受付等（★） 

○在宅医療・介護連携についての窓口の設置し、医療・
介護関係者、地域包括支援センター等からの相談の
受付及び情報提供を行う。 

○退院支援ルールが整備されていない地域における、
医療機関から在宅への円滑な移行が困難な事例につ
いて、医療・介護の関係者に対して調整支援を行う。 

○市区町村で協議された対応方針を踏まえ、各事業の
必要に応じて支援をする。 

◆ 在宅医療・介護サービス等の情報の共有支援（★） 
○医療・介護関係者に対し、情報共有ツール等の導入を支援 

◆ 在宅医療・介護関係者の研修（★） 

○医療関係者に対する介護サービス等の研修、介護関係者に対す
る医療等の研修を実施する。また、多職種連携のグループワークを
実施 

◆ 24時間365日の在宅医療・介護サービス提供体制の構築（★） 

○地域の医療・介護関係者の協力を得て、緊急時等の連絡体制も含
めた在宅医療・介護の提供体制を整備 

◆ 二次医療圏内・関係市区町村の連携 

○退院後の在宅医療・介護サービスが円滑に提供されるよう、同一の二次医療圏内にある
市区町村が連携し、当該二次医療圏内にある病院と、介護サービス事業者間における情報
共有等の方法について協議 

市区町村 

★がついている事業項目については委託可能 

連携 
郡市区医師会等に委託※ 

支
援 

必
要
に
応
じ
て

支
援 

※地域包括支援センター又は市区町村役場に設置することも可能。 

（郡市区医師会等） 

◆地域の医療・介護サービス資源の把握（★） 

○地域の医療機関、介護事業者の住所、機能等を調査し、これまで
に自治体で把握されている情報と併せてマップ又はリストを作成 
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地域包括支援センター 

在宅医療・介護連携支援センター（仮称）と地域包括支援センターの役割について 

※在宅医療・介護連携支援センター（仮称） 
（在宅医療と介護の連携についての相談窓口） 

市区町村 

医療・介護の連携について調整 

医療及び介護保険の知識を有する
看護師、社会福祉士等の配置 

連携 

連携 

主任ケア 
マネジャー等 保健師等 社会福祉士等 

医療・介護関係者、地域包括
支援センター等からの相談の
受付けおよび情報提供。 

退院支援ルールが整備されていない地域に
おける、医療機関から在宅への円滑な移
行が困難な事例について、医療・介護の
関係者に対して調整支援を行う。 

支援 

相談 

総合相談支援業務 

介護予防 
ケアマネジメント業務 

行政機関、保健所、医療 

機関、児童相談所など 

必要なサービスにつなぐ 

多面的（制度横断的）支援の展開 

介護サービス 

成年後見制度 

地域権利擁護 

医療サービス 

ヘルスサービス 

虐待防止 

ボランティア 

民生委員 

介護相談員 

権利擁護業務 

包括的・継続的ケアマ
ネジメント支援業務 

住民の各種相談を幅広く受け付けて、
制度横断的な支援を実施 

※地域包括支援センター
又は市区町村役場に設置
することも可能。 

在宅医療・介護連携支援センター（仮称）は、  
○ 介護保険の知識を有する看護師、医療ソーシャルワーカー等を配置し、地域の医療・介護関係者、地域包括支援セ
ンター等から相談を受け付ける。（原則、住民からの相談は地域包括支援センターが受け付ける） 
○ 地域の在宅医療・介護関係者、地域包括支援センターに対して、在宅医療・介護連携に関する情報提供等を行う。 

地域包括支援センターが十分
に役割を発揮できていない点
を支援 

（郡市区医師会等） 

530


